
資料番号/全３ 補助事業計画書１～３

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

（ふりがな）

事業者名

 所在地（住所）

代表者の
職名・氏名

資本金又は出資金
※個人は記載不要

業　種

事業者区分

住　所 住所：

所　属

役　職

TEL

E-mail

住　所 住所：

所　属

役　職

TEL

E-mail

① ％

② ％

③ ％

④ ％

⑤ ％

⑥ ％

0 ％

２　補助率の確認

株主等の名称

みなし中堅企業

特定被災事業者（定額補助）
（補助率：10／10）

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

（補助率：１／２）

中堅企業

３　株主等一覧表（個人事業主は記載不要） 　　年　　月　　日現在

所在地

※「□」の記載は、☑または■印を付けてください。（以下同じ）

<該当者のみ>
本申請書の作
成を支援した
方の連絡先

特定風俗営業事業者

チェック欄

はい□　いいえ□

区　分

担当者
連絡先

　　年　　月　　日現在

氏　名

FAX

※申請者（所有者）と使用者が異なる場合は、「１～３　事業者の概要等」について、申請者分と全使用者分を作成してください。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第２条第１項の風俗営
業及び同条第５項の性風俗関連特殊営業に該当する者である。
※ただし，同条第１項第１号の一部（料理店）及び第５号（ゲームセン
ター）は除く。

事業内容

法人番号（法人のみ）

住所：〒　　　－　　　　

人　万円　 従業員数（会社役員、個人
事業主本人は含まない）

直近１期
売上高 万円　

（ 個人事業主/小規模企業/中小企業/中堅企業/みなし中堅企業/その他 ）

〒　　　－

〒　　　－

新潟県なりわい再建支援補助金　補助事業計画書

内　　　　容

発行済み株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の中堅企業が
所有している事業者である。

発行済み株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を複数の中堅企業が
所有している事業者である。

はい□　いいえ□

（補助率：０）

1　事業者の概要

氏　名

FAX

中堅企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占め
る事業者である

はい□　いいえ□

※出資比率の高い順に記載してください。また、出資比率は、合計で100％となるように記載してください。

※株主等が大企業又は中堅企業に該当する場合は、各欄に「○」、該当しない場合は「×」を記載してください。

※６番目の欄は、「ほか○○人」と記載してください。

※各区分で一つでも「はい」にチェックがある場合、補助率が変わります。

ほか　　　人

※該当する場合は、定額補助要件確認様式を提出

大企業 出資比率（％）

合　　　計

「事業者名」「法人番号」「所在
地(住所)」「代表者の職名・氏名」
法人登記や住民票と一致するよう
記載してください。

「資本金又は出資金」
法人登記又は決算書から転記して
ください。個人は記載不要です。
「従業員数」
常時使用する従業員数を記載して
ください。①会社役員及び個人事
業主、②日雇い者、③２か月以内
の有期雇用者、④４か月以内の季
節的業務の有期雇用者、⑤試用期
間中の者は含めません。

「直近１期売上高」
直近決算の売上高を記載してくだ
さい。

▼選択してください。

▼選択してください。

自動計算
合計100％

「事業者区分」
区分の詳細は、Q&Aの10ページ「3 
補助対象事業者」をご確認くださ
い。

「担当者連絡先」
内容を把握している担当者の連絡先を記載してください。
申請内容の確認は担当者に行います。

「事業内容」
具体的な事業内容を記載してくだ
さい。

記入してください。

「本申請書の作成を支援した方の連絡先」
申請書作成の支援を受けた場合、担当された方者の連絡先
を記載してください。

▼選択してください。
「○」または「×」

記入してください。

「補助率の確認」
内容欄の記載事項について、該当
する場合は「はい」、該当しない
場合は「いいえ」の□を☑にして
ください。

「株主等一覧表」
・出資比率の高い順に記載してく
ださい。

・出資比率は合計で100％になるよ
うに記載してください。

・株主等が大企業(中堅企業)に該当
する場合は「○」、該当しない
場合は「×」を選択してください。

1.事業者の概要 2.補助率の確認 3.株主等一覧表



資料番号/全３ 補助事業計画書 ４.事業の全体概要

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

「企業概要」
業種、主要な製品・サービスの内容や
特徴、顧客層や事業規模、事業目的等
について記載してください。

「地域経済における自社の役割」
・該当する類型を選択してください。

「事業実施場所」
事業を実施する場所(復旧工事の施工場
所)のカ所数を記載してください。

「復旧計画の概要」
<被災状況>
・どういった施設・設備に、
どのような被害を受けたのかを
具体的に記載してください。

<復旧整備の内容>
・被災施設・設備ごとに、復旧の
方法や内容・規模などを具体的
に記載してください。

<復旧後の事業計画>
・復旧の目標（復旧工事の実施に
より目指している状態）や、
復旧後の事業展開（売上回復や
拡大に向けた取組）について
記載してください。

★黄色部分は、自動計算になります。
入力しないでください。

「施設費」の各欄は、
５(1)-イ施設の事業の各欄合計
と一致します。

「設備費」の各欄は、
５(2)-イ施設の事業の各欄合計
と一致します。

「上記類型選択の理由」
・地域における自社の役割について、
事業目的や事業内容を踏まえ、
記載してください。



資料番号/全３ 補助事業計画書 5(1)-ア 施設

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

施設の棟ごとに、Aから順番に振り付
けてください。

施設の名称を記載してください。

「種類・構造」
登記の構造欄から転記してください。
施10/利用状況表の「構造」欄と一致します。

A
施設名

所在地 土地の権利関係

種類・構造 用　途

階　数 地上 階 地下 階 延床面積 ㎡

施設名

所在地 土地の権利関係

種類・構造 用　途

階　数 地上 階 地下 階 延床面積 ㎡

被災判定

被災判定

※修繕の場合、新施設欄の記載は不要です。

※被災施設又は新施設１棟につき、１枚作成してください。

発注（予定）日

工　期（予定）

完了日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

開始日

令和　　年　　月　　日

被災施設の被災状況

（１）－ア　施設

５　復旧整備の内容

□全壊　　　□大規模半壊
□半壊以下　□判定なし

□全壊　　　□大規模半壊
□半壊以下　□判定なし

□有　□無

□有　□無

新施設

罹災証明書
（被災証明書）

□建替　□修理・修繕
□その他（　　　　　）

□所有権　□借地ほか

令和６年能登半島地震に
よる被災を証する書類

施設整理記号 整備区分 【新分野事業】
□新築　□増改築
□その他（　　　　　）

被災施設

□所有権　□借地ほか

※延床面積は、小数点以下第３位を切り捨てて記載してください。

※新分野事業において、被災施設１棟に対して複数棟整備する場合は、２棟目以降の被災施設欄は記載不要です。この場
合、整理記号は１棟目と同じ整理記号となります。

復旧する施設の棟ごとに、A、B、C、
…とすること

★復旧する施設の1棟につき、1枚作成してください。

施設全体の用途を記載してく
ださい。

建物登記の所在地

登記の構造欄から転記してください。

※修繕の場合、新施設欄の記載不要です。

罹災(被災)証明書が「有」場合は、「無」を選択してください。

☑

☑

「用途」
事務所、倉庫、店舗、商業ビルなど、施設全体
の用途を記載してください。
施10/利用状況表の用途と一致します。

「階数」
地上○階、地下○階と記載してください。地階
が無い場合は「なし」と記載してください。
施10/利用状況表の階数と一致します。

「延床面積」
登記の各階床面積の合計を記載してください。
施10/利用状況表の延床面積と一致します。



（１）－イ　施設の事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円）
補助事業に 調整前 補助対象経費における 補助対象に係る 調整後 調整後
要する経費 補助対象経費 補助金額 自己負担額 受領保険金額 補助金額 自己負担額

整備区分 ① ② ③ ④＝②－③ ⑤ ⑥=③-0.5×(⑤-④) ⑦＝①－⑥

施7/見積一覧表と一致します。

建替、修理・修繕、新分野

事業費集計表 　（単位：円）

補助事業に 補助対象経費 調整後 調整後

要する経費 補助金額 自己負担額

① ② ⑥ ⑦

※調整前補助金額③は、補助対象経費②に補助率（中小・小規模企業3/4、中堅企業1/2）を乗じた額を記載してください。特定被災事業者の場合は、１億円まで定額（補助率10/10）、１
億円を超える部分は補助率3/4（中小・小規模企業）又は1/2（中堅企業）となります。
※調整前補助金額③、調整後補助金額⑥は、千円未満を切り捨ててください。

・3/4（中小・小規模）
・1/2（中堅）
・定額（中小・小規模）
・定額（中堅）

５　復旧整備の内容

※上表により、事業費区分ごとに集計してください。

※新分野事業の場合、①、②については別紙「新分野事業に係る経費の比較表」から転記してください。ただし、施設の面積按分が必要な場合、補助対象経費②については別紙「按分計
算書」から転記してください。

※５（１）－アを作成した全ての被災施設について記載してください。「見積書No.」は別紙「見積書一覧表」と、「施設整理記号」「整備区分」は５（１）－アとそれぞれ一致します。

※行が不足する場合は、適宜追加してください。

※火災保険等の対象とならない施設は、上記表中の⑤の欄に「０」と記載してください。

※受領保険金額に施設ごとの内訳がない場合は、補助対象に係る受領保険金額を補助対象経費②により按分し、施設ごとに受領保険金額⑤を記載してください。ただし、施設の面積按分
が必要な場合、補助対象に係る受領保険金額⑤は別紙「受取保険金額の按分計算書」から転記してください。

※受領保険金額に施設ごと・設備ごとの内訳がない場合は、本書ではなく「５（３）施設・設備ごとの受領保険金額の内訳がない火災保険等を受領した場合の事業費」を記載し提出して
ください。（この場合、本書は提出不要です。）

新分野事業費

施設費（新分野事業以外）

補助率

新分野
（〇×）

施設
整理
記号

見積書
No.

施設の名称

事業費の合計（円）

小　　　計（新分野事業費用）

合　　　計

A1

小　　　計（新分野事業以外）

B

A2

3

資料番号/全３ 補助事業計画書 5(1)-イ 施設の事業費

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

★黄色部分は、自動計算になります。入力しないでください。
▼選択してください。

3/4、1/2、定額

▼選択してください。
「○」または「×」

「補助事業に要する経費①」→ 施7/見積一覧表の「見積額(税抜)」と一致します。【入力してください。】
「補助対象経費➁」 → 施7/見積一覧表の「(A)のうち補助対象額」と一致します。【入力してください。】
「補助対象経費における自己負担額④」→ 「補助対象経費➁」から「調整前補助金額③」を引いて算出します。【自動計算】
「補助対象に係る受領保険金額⑤」【入力してください。】
火災保険等の対象にならない施設の場合、「０」を記載してください。
施設ごとの受領保険金額の内訳が無い場合は、受領保険金額を補助対象経費➁により按分して各施設欄に記載してください。

「調整後補助金額⑥」→ 補助対象経費における自己負担額④を超える受取保険・共済金が有る場合には、越える部分の
保険・共済金額の半額(1/2)を補助金額から控除してその残りの額が補助金額になります。【自動計算】

★黄色部分は、自動計算になります。

★黄色部分は、自動計算になります。



資料番号/全３ 補助事業計画書 5(2)-ア 設備

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。



（２）－イ　設備の事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円）
補助事業に 調整前 補助対象経費における 補助対象に係る 調整後 調整後
要する経費 補助対象経費 補助金額 自己負担額 受領保険金額 補助金額 自己負担額

整備区分 ① ② ③ ④＝②－③ ⑤ ⑥=③-0.5×(⑤-④) ⑦＝①－⑥

　（単位：円）

補助事業に 調整後 調整後

要する経費 補助対象経費 補助金額 自己負担額

① ② ⑥ ⑦

※火災保険等の対象とならない施設は、上記表中の⑤の欄に「０」と記載してください。

※新分野事業の場合、①、②については別紙「新分野事業に係る経費の比較表」から転記してください。

小　　　計（新分野事業費用）

合　　　計

※行が不足する場合は、適宜追加してください。
※５（２）－アを作成した全ての被災設備について記載してください。「見積書No.」は別紙「見積書一覧表」と、「施設整理記号及び設備No.」「整備区分」は５（２）－アとそれぞれ
一致します。

※上表により、事業費区分ごとに集計してください。

※受領保険金額に施設ごと・設備ごとの内訳がない場合は、本書ではなく「５（３）施設・設備ごとの受領保険金額の内訳がない火災保険等を受領した場合の事業費」を記載し提出して
ください。（この場合、本書は提出不要です。）

事業費集計表

事業費の合計（円）

設備費（新分野事業以外）

新分野事業費

※調整前補助金額③は、補助対象経費②に補助率（中小・小規模企業3/4、中堅企業1/2）を乗じた額を記載してください。特定被災事業者の場合は、１億円まで定額（補助率10/10）、
１億円を超える部分は補助率3/4（中小・小規模企業）又は1/2（中堅企業）となります。
※調整前補助金額③、調整後補助金額⑥は、千円未満を切り捨ててください。

・3/4（中小・小規模）
・1/2（中堅）
・定額（中小・小規模）
・定額（中堅）

3 B-1

５　復旧整備の内容 補助率 　

新分野
（〇×）

小　　　計（新分野事業以外）

2 A-2

1 A-1

見積書
No.

施設整理
記号及び
設備№

設備の名称

資料番号/全３ 補助事業計画書 5(2)-イ 設備の事業費

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

★黄色部分は、自動計算になります。入力しないでください。
▼選択してください。

3/4、1/2、定額

▼選択してください。
「○」または「×」

★黄色部分は、自動計算になります。

★黄色部分は、自動計算になります。

「補助事業に要する経費①」→ 設5/見積一覧表の「見積額(税抜)」と一致します。【入力してください。】
「補助対象経費➁」 → 設5/見積一覧表の「(A)のうち補助対象額」と一致します。【入力してください。】
「補助対象経費における自己負担額④」→ 「補助対象経費➁」から「調整前補助金額③」を引いて算出します。【自動計算】
「補助対象に係る受領保険金額⑤」【入力してください。】
火災保険等の対象にならない施設の場合、「０」を記載してください。
設備ごとの受領保険金額の内訳が無い場合は、受領保険金額を補助対象経費➁により按分して各設備欄に記載してください。

「調整後補助金額⑥」→ 補助対象経費における自己負担額④を超える受取保険・共済金が有る場合には、越える部分の
保険・共済金額の半額(1/2)を補助金額から控除してその残りの額が補助金額になります。【自動計算】



　（単位：円）
補助事業に 調整前 補助対象経費における 補助対象に係る 調整後 調整後
要する経費 補助対象経費 補助金額 自己負担額 受領保険金額 補助金額 自己負担額

整備区分 ① ② ③ ④＝②－③ ⑤ ⑥=③-0.5×(⑤-④) ⑦＝①－⑥

（３）施設・設備ごとの受領保険金額の内訳がない火災保険等を受領した場合の事業費

小　　　計（設備費：新分野事業以外）

施設/設備
の別

小　　　計（新分野事業費用）

合　　　計

小　　　計（施設費：新分野事業以外）

見積書
No.

施設整理
記号及び
設備№

施設・設備の名称
新分野
（〇×）

・3/4（中小・小規模）
・1/2（中堅）
・定額（中小・小規模）
・定額（中堅）

５　復旧整備の内容 補助率

資料番号/全３ 補助事業計画書 5(3) 施設・設備の内訳なし

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

★黄色部分は、自動計算になります。入力しないでください。
▼選択してください。

3/4、1/2、定額

▼選択してください。
「○」または「×」

★黄色部分は、自動計算になります。

施設・設備ごとの受領保険金額の内訳がない火災保険等を受領した場合の事業費

※全ての施設・設備について記載してください。「見積書No.」は別紙「見積書一覧表」と、「施設整理記号及び設備No.」
「整備区分」５（１）－ア，５（２）－アとそれぞれ一致します。

※新分野事業の場合、①、②については別紙「新分野事業に係る経費の比較表」から転記してください。
ただし、施設の面積按分が必要な場合、補助対象経費②については別紙「按分計算書」から転記してください。

※火災保険等の対象とならない施設・設備は、上記表中の⑤の欄に「０」と記載してください。

※受領保険金額に施設ごとの内訳がない場合は、補助対象に係る受領保険金額を補助対象経費②により按分し、施設ごとに受
領保険金額⑤を記載してください。ただし、施設の面積按分が必要な場合、補助対象に係る受領保険金額⑤は別紙「按分積
算説明書」の４火災保険等受取保険金額の按分から転記してください。

※調整前補助金額③は、補助対象経費②に補助率（中小・小規模企業3/4、中堅企業1/2）を乗じた額を記載してください。特
定被災事業者の場合は、１億円まで定額（補助率10/10）、１億円を超える部分は補助率3/4（中小・小規模企業）又は1/2

（中堅企業）となります。
※調整前補助金額③、調整後補助金額⑥は、千円未満を切り捨ててください。

　（単位：円）

補助事業に 補助対象経費 調整後 調整後

要する経費 補助金額 自己負担額

① ② ⑥ ⑦

※上表により、事業費区分ごとに集計してください。

設備費（新分野事業以外）

事業費集計表

事業費の合計（円）

施設費（新分野事業以外）

新分野事業費

★黄色部分は、自動計算になります。



資料番号/全３ 補助事業計画書 ６ 収支予算書

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

★黄色部分は、自動計算になります。入力しないでください。
（単位：円）

金   　額 調　達　先　等 備   考

新潟県

（自己資金）

（借入金）

施 設 費

設 備 費

【新分野事業】

施 設 費

収
　
　
　
　
　
入

補 助 金

自己負担額

内
　
訳

合　計（Ａ）

※支出合計額(B)は、「４ 事業の全体概要」の「①補助事業に要する経費」と一致します。

※補助金は、「４ 事業の全体概要」の「⑧補助金交付申請額」を転記してください。

※差し引きは必ず０円となります。

６　収支予算書

合　計（Ｂ）

差し引き（Ａ－Ｂ）

※金額欄は、該当がない区分は「０」と記載してください。

【新分野事業】

設 備 費

支
　
　
　
　
　
出

○○銀行
○○支店

「4.事業の全体概要」下部の
「調整後補助金額⑥の合計欄」から自動入力

「4.事業の全体概要」下部の
「調整後自己負担額⑦の合計欄」から自動入力

「補助金」と「自己負担額」を合計した金額。「4事業の全体概要」下部の
「補助事業に要する経費①の合計額」と一致します。

施設の復旧に係る見積金額(税抜)の合計額
「4事業の全体概要」施設費の「補助事業に要する経費①」と一致します。

設備の復旧に係る見積金額(税抜)の合計額
「4事業の全体概要」設備費の「補助事業に要する経費①」と一致します。

新分野のうち、施設の復旧に係る見積金額(税抜)の合計額を記載します。

新分野のうち、設備の復旧に係る見積金額(税抜)の合計額を記載します。

各事業費を合計した金額です。
合計（A）と一致します。

必ず「０」になります。



資料番号/全３ 補助事業計画書 ７ 担保物件一覧表

1～3事業者の概要等 4事業の全体概要 ５(1)-ア施設 ５(1)-イ施設の事業費 ５(2)-ア設備 ５(2)-イ設備の事業費 ５(3)施設・設備の内訳なし ６収支予算書 7担保物件一覧表 リスト

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

担保権の設定がない場合であっても、補助金交付申請
を行う全ての施設・設備について、記載してください。

※全ての施設・設備について記載してください。
施設の建替、設備の入替の場合は【新施設】の担保権設定状況欄に☑を付けてください。

※担保権設定は財産処分に該当するため、「設定予定」の場合は事前に県の担当者へ
相談してください。

※補助金交付後に新たに担保権を設定しようとする場合は、事前に県知事の承認が必要とな
ります。なお、建替の場合、被災施設に既に設定されていた抵当権を引き続き新施設に設
定する場合は、財産処分に該当しません。

７ 担保物件一覧表

【被災施設】 □抵当権

□設定済み □根抵当権

□設定予定 □その他（　　　　　　　）

□該当なし

【新施設】

□設定予定 □抵当権

□設定しない □その他（　　　　　　　）

整理
記号

※新施設における新たな「根抵当」の設定はできません。

□建替（新築）
□修理・修繕

担保権設定状況 担保権の種類施設名

【施設】

整備区分

整理
記号

設備名 整備区分 担保権設定状況 担保権の種類

【被災設備】 □動産譲渡

□設定済み □その他（　　　　　　　）

□設定予定

□該当なし

【新設備】 □動産譲渡

□設定予定 □その他（　　　　　　　）

□設定しない

□入替
□修理・修繕

【設備】



資料番号/施６・設備４ 被災状況が分かる写真(カラー)

被災写真は、以下を基本に整理して提出してください。
●申請する各施設、設備全ての被災写真を準備してください。
●写真は、補助事業計画書記載の施設、設備ごとにまとめ、計画書記載順に並べて関係が分かるようにしてください。
●県指定様式「被災状況が分かる写真（カラー）」に貼りつけ、必要事項をご記入の上、Ａ４用紙にカラーで印刷し、
ご提出ください。被災状況欄には、地震によりどのような状況が起こり、設備が具体的にどのような状態となったのか
を記載してください。

＜修繕（修理）の場合＞
修繕見積の項目に対応する全ての被災写真が必要です。
※見積書に外壁の修繕の項目があれば、外壁の被災写真が必要です。外壁の被災が広範に及ぶ場合は、各階各面
（東西南北）の外壁写真を１枚ずつなど、被災状況全般が確認できるよう整理してください。

＜建替え（入替）の場合＞
平面図上に記載する従前施設の被災状況に対応する全ての被災写真又は建替え（設備の入替）の裏付けとなる被災写真
が必要です。
※施設の申請の場合、被災状況を平面図に記載する必要があります。記載した被災状況が確認できる写真が必要です。
※県指定様式「修理不能設備であることの証明書」を提出する場合もその裏付けとなる写真の添付が必要です。

写真
(カラー写真)

写真
(カラー写真)

写真
(カラー写真)

①

➁

③

Ａ

Ａ

新潟県本社ビル

新潟県本社ビル

新潟県本社ビル

新潟市中央区新光町4-1

新潟市中央区新光町4-1

1階玄関・玄関棟

1階外壁北側

1階会議室

地震により床・壁
にひび割れが生じ
ている。

地震により外壁に
ひび割れが生じて
いる。

地震により壁にひ
び割れが生じたほ
か、床面が隆起し
ている。

Ａ

新潟市中央区新光町4-1

新潟市中央区新光町4-1

新潟市中央区新光町4-1

倉庫のレールが、
地震により破損し
可動しない。

●被災状況が分かる写真

【設備】

写真番号
施設整理
記号及び
設備№

設備名

設置個所

設置個所の
所在地

写真番号
施設整理
記号及び
設備№

設備名

設置個所

設置個所の
所在地

写真番号
施設整理
記号及び
設備№

設備名

設置個所

設置個所の
所在地

被災状況

写 真 貼 付

写 真 貼 付

写 真 貼 付

被災状況

被災状況

「補助事業計画書」の「５（２）ア」の
「施設整理記号及び設備№」を記載する
こと

写真
(カラー写真)

写真
(カラー写真)

写真
(カラー写真)

①

➁

③

Ａ-１

Ａ-２

Ａ-３

レール

ウィンチ

電気温水器
1階北側施設裏

地震によりクレーン用
のウィンチが故障した。
ワイヤーが破損してお
り、買い替えよりも修
理の方が高価とのこと。

地震により電気系
統が故障した。修
理不可能とのこと。

【施設整理記号】
全3「補助事業計画書」5(1)-アに記載した記号を転記します。

【施設整理記号及び設備No】
全3「補助事業計画書」5(2)-アに記載した記号を転記します。

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

新潟市中央区新光町4-1

1階倉庫

1階倉庫

1階北側施設裏



資料番号/施設１０ 補助対象施設の利用状況表

※延床面積は、図面（求積図）又は登記など根拠資料から転記してください。使用面積は、契約書等使用面積が分かる資料から面積を記載してください。

利用区分 利用区分

中
小
企
業
者
等

継
続
使
用

大
企
業
等

特
定
風
営
店

中
小
企
業
者
等

継
続
使
用

大
企
業
等

特
定
風
営
店

○ ○ × ×

※面積は、小数点以下第３位を切り捨てて入力してください。

[被災施設] [新施設]

事業用面積 非事業用面積 共用面積延床面積
事業用面積のうち
対象外となる面積

非事業用面積

③'
事業用面積

②'

所有者 登記の所有者を記載してください。

事務所、倉庫、店舗、商業ビルなど、施設全体の用途を記載してくだ
さい。

延床面積増減
①'－①

共用面積
①'-(②'＋③')

延床面積
①'

新施設（補助事業実施後の見込）の利用状況

階
使用者名

店舗（事業所）名

用　　途

使用面積
（㎡）

事業用／非事業用
使用開始日
（退去予定日）

被災施設（令和６年能登半島地震被災当時の施設）の概要 新施設（補助事業実施後の見込）の概要

名　称

所在地

構　造

用　途

事業用面積
②

階　数
地
上

施設の名称を記載してください。
全３補助事業計画書の施設と一致します。

登記の所在地、または、住居表示で記載してください。
全3補助事業計画書の所在地と一致します。

登記の構造欄から転記してください。登記の内容が実際の構造を反
映していない場合は、実際の構造を記載してください。

地上○階と記載してください。
地
下

地下○階と記載してください。地階が無い
場合は「なし」と記載してください。

事務所、倉庫、店舗、商業ビルなど、施設全体の用途を記載してく
ださい。

共用面積
①-(②＋③)

非事業用面積

③

階数
法人名、個人名
屋号、支店名等

飲食店、事務所等
事業用

延床面積
①

名　称
施設の名称を記載してください。
全３補助事業計画書の施設と一致します。

所在地
登記の所在地、または、住居表示で記載してください。
全3補助事業計画書の所在地と一致します。

構　造
登記の構造欄から転記してください。登記の内容が実際の構造を反
映していない場合は、実際の構造を記載してください。

階　数
地
上

地上○階と記載してください。
地
下

地下○階と記載してください。地階が無い
場合は「なし」と記載してください。

用　途

登記の所有者を記載してください。

事業用面積のうち
対象外となる面積

事業用面積 非事業用面積延床面積 共用面積

補助対象施設の利用状況表

所有者

被災施設（令和６年能登半島地震被災当時の施設）の利用状況

階
使用面積
（㎡）

事業用／非事業用
使用開始日
（退去予定日）

使用者名
店舗（事業所）名

用　　途

＜施設の事業用 / 非事業用面積の例＞

事業用面積：店舗兼住宅の「店舗部分」 非事業用面積：店舗兼住宅の「住宅部分」

※事業用・非事業用いずれかに区分できない共用面積は、

上記利用状況の面積に記載せず、 延床面積― （事業用面積＋非事業用面積）にて算出

＜利用区分＞

事業用面積であって、「中小企業者等」が、「継続して事業に供する目的で使用」する面積が補助対象となる

※大企業が使用する部分及び特定の風俗営業事業者が利用する部分は補助対象外

登記の各階床面積の

合計と一致します。

【使用面積】

エントランスや階段、廊下などの共用面

積を含まず、事業用面積と住居などの非

事業用面積を記載してください。

※全体が事業用で使用している場合は、

共用部分も事業用扱いになるため、事業

用面積に含めて記載してください。

▼事業用・非事業用

を選択してください。

文字入力は不可です。

【使用開始日】

自己使用の場合は、共用を開始した日、

貸付物件の場合は、契約の始期を記載

してください。

【利用区分】

▼○・×を選択してく

ださい。

文字入力は不可です。

利用状況表 事業費等入力シート 按分計算書1-1按分計算書1-2 按分計算書2 保険等按分計算書

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

◎提出必須書類です。

★ 部分は、入力しないでください。自動計算です。

★新施設の情報を記載ください。

★ 部分は、入力しないでください。自動計算です。

★施設を修繕する場合で、修繕後の施設の
構造、用途、面積、使用者等が、被災施設
のそれらと変わらない場合は、こちらの新
施設欄の記入は不要です。

建物登記の所在地を記載してください。
全３「補助事業計画書」５(１)－アの所在地と一致します。

建物登記の所在地を記載してください。
全３「補助事業計画書」５(１)－アの所在地と一致します。

【使用開始日】
自己使用の場合は、使用を開始した日、
貸付物件の場合は、契約の始期を記載
してください。



●原状回復費用の見積金額（税抜）

（手順１）被災施設・設備の原状回復費用の見積金額（税抜）から補助対象外となる経費を除外する。

《被災施設》 《被災設備》

円 ・・・＜１＞ 円 ・・・＜４＞

円 ・・・＜２＞ 円 ・・・＜５＞

円 ・・・＜３＞ 円 ・・・＜６＞

※施設の見積に設備（空調等）が含まれている場合は、全て施設に計上して構いません。

（手順２）上記＜３＞及び＜６＞を事業用経費、非事業用経費、全体影響事業費に区分する。

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

●実際に行う工事費用の見積金額（税抜）

（手順３）実際に行う施設・設備の工事費用の見積金額（税抜）から補助対象外となる経費を除外する。

《新施設》 《新設備》

円 ・・・＜１＞ 円 ・・・＜４＞

円 ・・・＜２＞ 円 ・・・＜５＞

円 ・・・＜３＞ 円 ・・・＜６＞

※施設の見積に設備（空調等）が含まれている場合は、全て施設に計上して構いません。

（手順４）上記＜３＞及び＜６＞を事業用経費、非事業用経費、全体影響事業費に区分する。

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※「事業費等入力シート」及び「按分計算書」は、見積書一覧表に記載のある按分が必要な全ての項目
について別途作成が必要となります。

事業費等入力シート

設備費

項　目 事業用途のみの事業費（ア） 非事業用途のみの事業費（イ） 全体影響事業費（ウ） 合計

施設費

＜１＞－＜２＞ ＜４＞－＜５＞

合計

対象外経費 対象外経費

見積金額 見積金額

合計

施設費

設備費

見積金額 見積金額

対象外経費 対象外経費

＜１＞－＜２＞ ＜４＞－＜５＞

項　目 事業用途のみの事業費（ア） 非事業用途のみの事業費（イ） 全体影響事業費（ウ） 合計

資料番号/施設１1 事業費等入力シート

利用状況表 事業費等入力シート 按分計算書1-1按分計算書1-2 按分計算書2 保険等按分計算書

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

◎提出必須書類です。
◆ 原状回復工事を行う場合は、上段の「原状回復費用の見積金額」を入力してください（下段の「実際に行う
工事費用の見積金額」は入力不要です）。
◆ 原状回復工事とは異なる工事（原状回復を超える改良や機能付加・拡充を伴う工事、又は「新分野事業」に
よる施設等の整備等）を行う場合は、当該実施工事に係る見積金額を下段の「実際に行う工事費用の見積金額」
に入力してください。併せて、原状回復工事の見積書を取得し、上段の「原状回復費用の見積金額」に入力して
ください。

●事業用途のみの事業費(ア) …利用状況表で「事業用」に区分した部分にのみ係る工事費を計上します。
●非事業用途のみの事業費(イ) …利用状況表で「非事業用」に区分した部分にのみ係る工事費を計上します。
●全体影響事業費(ウ) ･･･(ア)(イ)どちらにも区分できない工事費を計上します（※施設の基礎、躯体、屋根、外壁に

係る工事費については、「全体影響事業費」に計上します。

★ 部分は、入力しないでください。自動計算です。入力



資料番号/施設１1 按分計算書

利用状況表 事業費等入力シート 按分計算書1-1按分計算書1-2 按分計算書2 保険等按分計算書

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

補助対象施設の利用状況を作成し、按分計算書の「事業用面積割合」「対象外店舗減額割合」が
いずれも100％であり、従前施設と新施設の延床面積に変更がない場合は、按分計算は不要です。

◎按分計算が必要な場合のみ提出

按分計算書1-1 原状回復費用と実際に行う工事の見積書をそれぞれ取得した場合
按分計算書1-2 新分野事業の場合
按分計算書2 実際に行う工事の見積書のみを取得した場合

★按分計算書は、全て自動計算です。
入力せずに印刷して提出してください。

「按分により減額される経費」
施設7/見積一覧表の面積按分(B2)
と一致します。

「採用する補助対象経費」
施設7/見積一覧表の補助対象額
と一致します。



資料番号/施設１1 保険等按分計算書

利用状況表 事業費等入力シート 按分計算書1-1按分計算書1-2 按分計算書2 保険等按分計算書

新潟県なりわい再建支援補助金のホームページから、県指定様式をダウンロードして作成してください。

面積按分が必要となる施設について、保険金の受領がある場合に作成します。
※保険金の受領がない場合は作成不要です。

◎保険金の受領があり、かつ、按分計算が必要な場合のみ提出

※　按分が必要な施設について保険金の受領がある場合、保険金も按分が必要となります。

(1) 施設の受取保険金額が明確な場合

※按分計算書の事業用面積ｂ

※補助事業計画書の③の額 ※補助事業計画書の⑤の額

※按分計算書の事業用面積ｂ ※按分計算書の事業用面積ｃ （補助対象に係る受領保険金額）

(2) 施設ごとの受取保険金額の内訳がない場合

※按分計算書の事業用面積ｂ

※補助事業計画書の⑤の額

※按分計算書の事業用面積ｂ ※按分計算書の事業用面積ｃ （補助対象に係る受領保険金額）

　火災保険等受取保険金額の按分

受取保険金額
の按分額
（Ｔ）

＝

受取保険金額の合
計を補助対象経費
②により按分した

額

事業用途面積

350.00 ＋ 非事業用途面積 90.00

受取保険金額
の按分額
（Ｔ）

＝

事業用途面積 350.00

受取保険金額

× ＝

事業用途面積 ＋ 非事業用途面積

3,977,272× ＝
5,000,000

事業用途面積

「受取保険金額の合計を補助対象経費➁により按分した
額」は、受取保険金額を、全3/補助事業計画書 5(1)-イ又は
5(3)の「➁補助対象経費」により按分した金額を入力しま
す。

全3/補助事業計画書 5(1)-イ又は5(3)の
「⑤補助対象に係る受取保険金額」
になります。



資料番号/施１２～１５ 位置図、配置図、平面図等①

図面について
位置図、配置図、平面図、立面図を次のように整理して提出してください。平面図は施設の面積が算出できるものを提出し
てください。既存の図面がない場合も作成して提出してください。また、建替えの場合には、仕様書など、構造や仕上げな
どが分かる書類も提出してください。
●位置図は、復旧する施設がどこにあるかを示す地図です。移転がある場合は、必ず新旧の位置図を提出してください。
●配置図は、敷地全体のうち、どこに施設や設備が配置してあるかを示す図面です。移転（移設）の場合は、新旧配置図が
必要です。

●平面図について
＜施設の修繕の場合＞
・施設全フロアについて平面図を提出してください。
・どの施設の平面図か分かるように県指定様式「見積書一覧表」の施設整理記号（Ａ、Ｂ、Ｃ･･･）を平面図の右上余白に
記載してください。
・被災状況を記載してください。
・県指定様式「被災状況が分かる写真」の写真番号（①、②、③･･･）を記載してください。
＜施設の建替えの場合＞
・新旧施設の全フロアの平面図を提出してください。
・どの施設の平面図か分かるように県指定様式「見積書一覧表」の施設整理記号（Ａ、Ｂ、Ｃ･･･）を平面図の右上余白に
記載してください。また、新旧どちらの平面図か分かるように平面図の右上余白に「新施設」「従前施設」と記載して
ください。
・従前施設の平面図に被災状況を簡潔に記載してください。
・従前施設の平面図に県指定様式「被災状況が分かる写真」の写真番号（①、②、③･･･）を記載してください。
●立面図は、外壁の修繕がある場合や建替えの申請などの場合は添付し、平面図同様に整理してください。



資料番号/施１２～１５ 位置図、配置図、平面図等➁


